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議会運営委員会会議録 

 

平成２４年９月２５日 火曜日 

  午後１時０１分開議 

  午後１時２５分閉議（実時間 ２１分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１．議会の運営に関する事項 

１．その他 

                              

○本日の会議に出席した者 

委 員 長  上 村 哲 三 君 

副委員長  大 倉 裕 一 君 

委  員  亀 田 英 雄 君 

委  員  田 方 芳 信 君 

委  員  友 枝 和 明 君 

委  員  藤 井 次 男 君 

委  員  前 垣 信 三 君 

委  員  前 川 祥 子 君 

委  員  松 浦 輝 幸 君 

委  員  百 田   隆 君 

議  長  古 嶋 津 義 君 

 

※欠席委員         君 

                              

○委員外議員出席者中発言の許可を得た者 

               君 

                              

○説明員等委員（議）員外出席者 

 議会事務局長     田 上 高 広 君 

 総務部長       木 本 博 明 君 

                             

○記録担当書記     桑 崎 雅 介 君 

            嶋 田 和 博 君 

 

（午後１時０１分 開会） 

◎議会の運営に関する事項 

○委員長（上村哲三君） 委員の皆様にお知ら

せがございます。この議運終了後、直ちに議員

親和会の役員会を開かせていただきますので、

御協力のほど、よろしくお願いいたします。 

 それでは、ただいまから議会運営委員会を開

会いたします。 

 まず、１、本日の議事日程についてを議題と

し、（１）委員長報告の（イ）議案１４件、

（ロ）請願１件について説明を求めます。 

○議会事務局長（田上高広君） はい、委員

長。 

○委員長（上村哲三君） はい、田上議会事務

局長。 

○議会事務局長（田上高広君） はい。こんに

ちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）それで

は、１、本日の議事日程の（１）委員長報告

（イ）議案１４件及び（ロ）請願１件について

御説明申し上げます。座りまして説明申し上げ

ます。 

 お手元の平成２４年９月定例会議事日程第６

号をごらんいただきたいと思います。 

 日程第２から日程第１６までの市長提出案件

――。（｢日程はないですね」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） 小会します。 

（午後１時０２分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後１時０５分 本会） 

○委員長（上村哲三君） 本会に戻します。 

 田上議会事務局長。 

○議会事務局長（田上高広君） はい。お手元

の平成２４年９月定例会議事日程（第６号）を

ごらんいただきたいと思います。 

 日程第２から日程第１６までの市長提出案件

１４件及び請願１件でございますが、付託され

ておりましたそれぞれの常任委員会から審査が

終了した旨の報告がありましたので、この審査

の経過並びに結果について委員長報告がありま

す。なお、日程第１につきましては、後ほど、

その他のほうで御説明申し上げます。 
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 次に、採決に当たりましては、日程第２、議

案第８５号及び日程第３、議案第８６号の２件

は、一括して挙手採決となります。 

 日程第４、議案第８７号は、単独で起立採決

となります。 

 日程第５、議案第８８号は、単独で挙手採決

となります。 

 日程第６、議案第８９号及び日程第７、議案

第９０号の２件は、一括して挙手採決となりま

す。 

 日程第８、議案第９１号及び日程第９、議案

第９２号の２件は、一括して挙手採決となりま

す。 

 日程第１０、議案第９３号及び日程第１１、

議案第９４号の２件は、一括して挙手採決とな

ります。 

 日程第１２、議案第９５号は単独で挙手採決

となります。 

 日程第１３、議案第９６号及び日程第１４、

議案第９７号の２件は、一括して挙手採決とな

ります。 

 日程第１５、議案第９８号は、単独で起立採

決となります。 

 次に、日程第１６、請願第４号は、単独で挙

手採決となります。 

 なお、お手元に委員会審査結果表を配付いた

しておりますので、後ほどごらんいただきたい

と思います。 

 以上でございます。 

○委員長（上村哲三君） ただいま説明が終わ

りましたが、何か質疑ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） それでは、次に

（２）、議員提出発議案１件について説明を求

めます。 

○議会事務局長（田上高広君） はい。 

○委員長（上村哲三君） 田上議会事務局長。 

○議会事務局長（田上高広君） はい。（２）

の議員提出発議案について御説明申し上げま

す。座りまして御説明申し上げます。 

 お手元に発議案を配付いたしておりますが、

１件提出予定であります。 

 発議案第４号・竹島・尖閣諸島をはじめとす

る我が国の領土・領海を守る処置を速やかに求

める意見書案でございますが、これは去る９月

２１日、松浦輝幸議員ほか２名から提出された

ものであります。なお、発議案の趣旨弁明者は

松浦輝幸議員でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（上村哲三君） ただいま説明が終わ

りました。先例によりますと、会派提出の発議

案は当該会派代表者から説明することとされて

おりますが、この際、会派から説明があれば、

願います。 

 松浦議員。 

○委員（松浦輝幸君） はい。説明ということ

でございますので説明いたしますが、皆様御承

知のように、尖閣諸島あるいは竹島問題、いろ

いろと新聞紙上でもにぎわっているわけです

が、やっぱり我が領土、日本を愛するがために

は、やはり守らんばならぬというような思いを

込めて、竹島・尖閣諸島をはじめとする我が国

の領土・領海を守る処置を速やかに求める意見

書を提出するようになりました。よろしく御協

力のほど、お願いいたします。 

○委員長（上村哲三君） 本件について、何か

質疑があれば願います。 

 亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） はい。総務委員会に同

じごたっとが出とるですよね。それとの関連性

はどげんなりますか。 

○委員長（上村哲三君） 松浦委員。 

○委員（松浦輝幸君） 総務委員会は継続審査

になったっですよね。（｢ちゅうこっですね」

と呼ぶ者あり）それで、別個、何て言いますか

ね――、総務委員会の意見書案というのは、尖
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閣諸島だけだったと思うとですが。それで、

今、いろいろ竹島の問題も一緒に出てまいりま

したので、竹島の問題を加えて、新たに議員発

議をしたいということで議員発議するわけで

す。 

○委員（亀田英雄君） わかりました。 

○委員長（上村哲三君） ほかにありません

か。 

 それでは、議員提出発議案１件についての委

員会付託について協議いたします。付託はいか

がいたしましょうか。（｢なし」と呼ぶ者あ

り） 

○委員長（上村哲三君） はい。お諮りいたし

ます。 

 議員提出発議案１件については、委員会付託

を省略することに御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） はい。御異議なしと

認め、そのように決しました。 

 次に、（３）市長追加提出議案の（イ）決算

案件１２件について説明を求めます。 

○総務部長（木本博明君） はい、委員長。 

○委員長（上村哲三君） 木本総務部長。 

○総務部長（木本博明君） はい。改めまし

て、こんにちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あ

り）座って説明させていただきます。 

 本日提出予定の決算議案は１２件でございま

す。これにつきましては、平成２３年度の一般

会計並びに国民健康保険や後期高齢者医療など

の１１の特別会計の決算事務が完了し、また、

監査委員の決算審査も終了いたしましたので、

認定をお願いするものでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（上村哲三君） ただいま説明が終わ

りましたが、何か質疑はありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） はい。それでは、お

諮りします。 

 市長追加提出の決算案件１２件については、

委員１１名からなる決算審査特別委員会を設置

し、これに付託の上、審査することにいたした

いが、これに御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 次に、決算審査特別委員会委員のつけ出しに

ついて報告を求めます。 

○議会事務局長（田上高広君） はい、委員

長。 

○委員長（上村哲三君） はい、田上議会事務

局長。 

○議会事務局長（田上高広君） はい。それで

は、決算審査特別委員会委員の選任につきまし

て御説明申し上げます。座りまして御説明申し

上げます。 

 決算審査特別委員会委員の選任につきまして

は、各派代表者会において協議がなされ、その

結果、お手元の協議事項に記載しておりますと

おり、鈴木田幸一議員、田方芳信議員、田中茂

議員、田中安議員、友枝和明議員、中村和美議

員、前垣信三議員、前川祥子議員、松永純一議

員、矢本善彦議員、幸村香代子議員、以上１１

人のつけ出しがなされております。 

 なお、本会議で決算案件１２件について、市

長及び総務部長からの提案理由説明の後、決算

審査特別委員会が設置され、ただいま申し上げ

ました委員の選任が行われ、本会議の休憩中に

決算審査特別委員会が開催され、正副委員長の

互選が行われる予定となっております。 

 以上でございます。 

○委員長（上村哲三君） ただいま説明終わり

ましたが、何か質疑はありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） はい。 

 次に、（ロ）人事案件４件について説明を求

めます。 
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○総務部長（木本博明君） はい、委員長。 

○委員長（上村哲三君） 木本総務部長。 

○総務部長（木本博明君） はい。それでは、

お手元の封筒に入っているかと思いますが、９

月定例会議案のその３をお願いいたします。 

 本日提出予定の議案、人事議案につきまして

は、去る８月２７日の当議会運営委員会で、３

件をお知らせし、お願いしておりましたが、御

承知のとおり、その後、８月３１日付で前吉田

教育長が辞任されましたことから、新たに後任

の教育委員１名をお願いすることになり、人事

議案は４件になりました。それについて説明を

させていただきます。 

 まず１件目、１ページでございます。１ペー

ジ、議案第１１１号・人権擁護委員候補者の推

薦についてでございます。 

 人権擁護委員２１名のうち、八代地区の委員

でございます本田京子氏が本年１２月３１日を

もちまして、３年の任期を終えられますことか

ら、人権擁護委員法第６条第３項の規定により

まして、議会の意見を聞いて、委員候補者を法

務大臣に推薦するものでございます。 

 今回は再任をお願いするものでございまし

て、本田氏は植柳新町にお住まいで、平成１２

年１１月から人権擁護委員を引き受けられ、現

在４期目をお務めの方でございます。 

 続きまして、２ページをお願いします。２ペ

ージは議案第１１２号・教育委員会委員の任命

につき同意を求めることについてでございま

す。 

 まず、前吉田教育長の任期でありました来年

の平成２５年１１月１日までの残任期間をお務

めいただく補欠の委員としまして、丁畑ひで子

氏をお願いいたします。丁畑氏は、現在、田中

東町にお住まいで、昭和４８年に八代市役所に

入庁され、教育総務課長や人権政策課長、教育

委員会の総括教育審議員などを歴任され、昨年

の３月に退職されまして、現在に至っておられ

る方でございます。 

 次に、３ページでございますが、議案第１１

３号・教育委員の大原淳氏が本年９月３０日を

もって４年の任期満了となられることから、そ

の後任に広崎史子氏をお願いいたします。広崎

氏は、現在、永碇町にお住まいで、昭和５２年

に熊本県庁に入庁され、熊本県立大学教務課長

や私学文書課長、八代地域振興局長などを歴任

され、昨年の３月に退職され、現在に至ってお

られます。 

 続きまして、４ページをお願いします。議案

第１１４号・公平委員会委員の選任につき同意

を求めることについてでございまして、委員３

名のうち、米村恒夫が今月の９月６日に亡くな

られましたが、本年の９月３０日をもって４年

の任期満了でありましたことから、平成２４年

１０月１日から２８年９月３０日までをお努め

いただく後任の委員に水本和人氏をお願いする

ものでございます。水本氏は現在、鏡町にお住

まいで、昭和４３年に教職に就かれ、鏡中学校

長を最後に、平成１７年３月退職後、平成１９

年３月まで社会教育指導員をされ、また平成２

０年から現在まで、鏡地域福祉推進協議会の役

員として活躍されている方でございます。 

 なお、特例といたしまして、３名の委員のう

ち、米村委員が亡くなられましたが、残りの２

名の委員による委員会運営が認められています

ので、米村委員の残任期間でありました９月７

日から９月３０日までは委員１名が欠員の状態

となっております。 

 以上、人事案件４件の説明でございます。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

○委員長（上村哲三君） はい。ただいま説明

が終わりましたが、何か質疑はありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） それでは、人事案件

４件についての委員会付託について協議いたし

ます。 
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 付託はいかがいたしましょうか。（｢なし」

と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） お諮りいたします。 

 本人事案件４件については、委員会付託を省

略することに御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 次に、（４）閉会中の継続審査・調査の申し

出について報告を求めます。 

○議会事務局長（田上高広君） はい、委員

長。 

○委員長（上村哲三君） はい、田上議会事務

局長。 

○議会事務局長（田上高広君） はい。（４）

閉会中の継続審査・調査の申し出について御説

明申し上げます。座りまして説明申し上げま

す。 

 （イ）の請願・陳情、（ロ）の調査につきま

しては、平成２４年９月定例会議事日程（第６

号）の後に添付いたしておりますので、ごらん

いただきたいと思います。 

 ここに、閉会中の継続審査、調査申し出のあ

った案件といたしまして記載いたしております

が、経済企業委員会では所管事務調査２件、建

設環境委員会では陳情１件、所管事務調査２

件、文教福祉委員会では請願２件、陳情１件、

所管事務調査２件、総務委員会では請願１件、

陳情１件、所管事務調査２件となっておりま

す。 

 なお、議会運営委員会においては、この後、

御決定いただくことを予定いたしまして、ごら

んの３件を記載させていただいているところで

ございます。 

 また、決算審査特別委員会におきましても、

平成２３年度一般会計及び特別会計決算の１２

件につきましては、継続して審査が行われる予

定でございますので、閉会中の継続審査、調査

案件は２９件となる予定であります。 

 以上でございます。 

○委員長（上村哲三君） はい。ただいま報告

が終わりましたが、何か質疑はありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） 次に、（５）その他

について何かありませんか。 

○議会事務局長（田上高広君） はい、委員

長。 

○委員長（上村哲三君） はい、田上議会事務

局長。 

○議会事務局長（田上高広君） はい。（５）

その他につきましては、議会運営委員会委員の

辞任についてでございます。座りまして御説明

申し上げます。 

 この件につきましては、本日正式に松永純一

議員から議会運営委員会委員の辞任届け出が提

出され、本日付で許可されましたことに伴い、

各派代表者会で委員欠員の補欠選任につきまし

て協議がなされたところでございます。 

 協議の結果、改革クラブ所属の堀口晃議員を

議会運営委員会委員の補欠選任に伴う委員とし

て９月定例会で指名推選を行うこととされたと

ころであります。これに伴い、日程第１で議会

運営委員会委員の補欠選任が行われることにな

ります。 

 以上でございます。 

○委員長（上村哲三君） 次に、２、本委員会

の閉会中の継続調査の申し出についてお諮りい

たします。 

 本委員会は議会の運営に関する事項、議会の

会議規則、委員会に関する条例等に関する事

項、議長の諮問に関する事項について、閉会中

も引き続き調査することとし、継続調査を申し

出たいと思いますが、これに御異議ありません

か。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） 御異議なしと認め、
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そのように決しました。 

                              

◎その他 

○委員長（上村哲三君） 次に３、その他につ

いて何かありませんか。 

○議会事務局長（田上高広君） はい、委員

長。 

○委員長（上村哲三君） はい、田上議会事務

局長。 

○議会事務局長（田上高広君） はい。３、そ

の他について御説明申し上げます。 

 その他につきましては、議員表決申告書の件

でございます。座りまして御説明申し上げま

す。 

 これは、さきの７月１７日の議会運営委員会

で決定がなされたものでございまして、７月臨

時会で試験的に実施されました。いよいよ９月

定例会からは本格実施となりますことから、７

月臨時会での問題点、課題等を踏まえまして、

さきの議会運営委員会で御確認をいただいたと

ころでございます。 

 今回、事務局から、議案を採決ごとにくくっ

た議員表決申告書をクリアファイルに入れ、議

席に配付しておきますので、採決結果記入後

は、議席にそのまま置いて御退席されますよ

う、議員の皆様方の御協力をよろしくお願いい

たします。 

 以上でございます。 

○委員長（上村哲三君） それでは、以上で本

日の議会運営委員会を閉会いたします。 

 その後、議員親和会に移行いたします。 

（午後１時２５分 閉会） 
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